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包装の検討範囲 

 

    （日用品，加工食品など）    （生鮮食品，中食など） 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    包装Ａ＝レジ袋ほか購入後の包装  （消費者が直接手にする包装） 
    包装Ｂ＝商品として完成している包装（消費者が直接手にする包装） 
    包装Ｃ＝事業者の輸送等のための包装（消費者が接することがない包装） 
 
 

消費生活条例の趣旨・・・・消費者と事業者間の情報量などの格差等に

かんがみ，消費者の権利の実現を図る。 
 
 
Ａ，Ｂの包装が包装基準による規制の対象としての検討範囲と考えられる。 
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売買契約の成立 


